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高齢就業者が増え続ける中、 4月 1日に
施行される改正労働安全衛生法（改正安衛
法）では「高年齢労働者の特性に配慮した
作業環境の改善、作業の管理、その他の必
要な措置を講ずることが事業主の努力義
務」とされました。厚生労働省が2025年 5
月30日に公表した「2024年の労働災害発生
状況」によると、
2024年の雇用者全
体に占める60歳以
上の高齢者の割合
は19.1％（1,171万人）ですが、60歳以上の
死傷者数の割合は全体の30.0％（ 4万654
人）に達しています。
改正安衛法の第62条 2 項で「厚生労働大
臣は、事業者が講ずべき措置に関して、そ
の適切かつ有効な実施を図るため必要な指
針を公表することとし、当該指針に従い、
事業者又はその団体に対し、必要な指導、
援助等を行うことができる」としていま
す。この指針は、通達で示されていた「高
年齢労働者の安全と健康確保のためのガイ
ドライン」（エイジフレンドリーガイドラ
イン）をベースに「大臣指針（高年齢者の
ための労働災害防止のための指針）」とし

て整理したものです。
指針では事業主が講ずべき措置として、
①安全衛生管理体制の確立、②職場環境の
改善、③高年齢労働者の健康や体力の状況
の把握、④高年齢者の健康や体力の状況に
応じた対応、⑤安全衛生教育――を求めて
います。①では、経営トップによる方針表
明・対策の実施体制の明確化と高年齢者の
労災防止のためのリスクアセスメントの実
施、②の職場環境の改善はハード面では身

体機能の低下を補
う設備・機器の導
入、ソフト面では
高齢者の筋力、バ

ランス能力、敏速性、全身持久力、間隔機
能、認知機能等の低下を考慮して作業内容
等の見直しを行うこと、③は墜落・転落や
転倒事故等の要因ともなる体力チェックを
継続的に実施することが望ましいとしてい
ます。その上で④では、健康や体力の状況
を踏まえて必要に応じ、就業上の措置を講
じること、高年齢者
の健康や体力に応
じた業務のマッチ
ングに努めること
等を求めています。

改正労働安全衛生法が4月1日施行
高齢者の労災防止対策が急務
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戦力化と生産性向上を目指して

2

同社は国内だけではなく世界各地で自動
車の生産・販売を行うグローバル企業です。
2017年に65歳までの選択定年制を導入。全員
が60歳になる前に定年年齢を本人の希望で選
択でき、60歳以降も毎年 1回、定年時期を変
更できます。個々人の価値観やライフスタイ
ルが異なることを踏まえ、定年時期を自分で
選べるようにしました。
定年延長後の処遇は、以前の再雇用社員の
報酬は60歳前の半分程度でしたが、約 8割に
引き上げるとともに、60歳前と同じように諸
手当も支給し、評価制度によって高い成果を
出した人は昇給・賞与も上がる仕組みにして
います。選択定年制の導入により、正社員の
まま働けることをポジティブに受け止める人
が多く、対象者の 8割以上が60歳以降も働く
ことを選択しています。
選択定年制導入後は、役職者は原則として
60歳で役職定年になり、基本的に培った経験
をベースに次世代の育成などの役割を担いま
す。ただし、高い技術・技能を持つ一部の社
員は2025年 6 月から定年制度を廃止しまし
た。2017年に作った現在のポジションと職務
を継続できる「特別任用制度」の役職者が候
補になります。特別任用制度は、進行中のプ
ロジェクトがあるなど、今は抜けられては困
るといった会社側のニーズがある場合に経営
会議の承認を経て役職を継続できる仕組みで

す。定年廃止の対象者は65歳以降の役割や処
遇がその前と変わりません。その理由につい
て同社の人事担当者は「経営陣の間ではもと
もと定年を一定の年齢で区切るのはいかがな
ものかという議論もあったが、基本的には本
人の働く意欲や実力、組織への貢献度合いに
よって決まるべきであり、年齢は関係ないと
いう考え方がベースにある。65歳までの雇用
が当たり前になるなかで、もはや年齢ではな
く実力・貢献度を重視すべきという議論を踏
まえ、一部ではあるが65歳を超えて働ける仕
組みを設けた」と言います。
高年齢労働者の個々の事情に応じた働き方
の柔軟化にも対応しています。2024年10月か
ら「60歳からの短日勤務・短時間制度」を導
入。短日勤務は週 3日勤務または週 4日のフ
ルタイム勤務を選択できます。同社の所定労
働時間は 8時間。短時間勤務は週 5日勤務者
について 7時間、 6時間、 5時間の短縮勤務
を選択することができ、いずれも育児・介護
などの事情に関係なく自由に選択できます。
「60歳以降は老後も含めて自分の第 2の人生
についていろいろと考える時期でもあり、準
備する時間を取ったり、あるいは体がきつい
など、気力、体力を100％保つのが難しいと
いう人もいる。その人たちに働く時間の選択
肢を与える目的で制度化した」と言います。

人手不足解消の方策の1つとして高齢者雇用が注目されていま

す。そのため定年を延長したり、働きやすい環境の改善に取り

組む企業が増えています。今回は定年年齢を60歳から65歳の

範囲で選べる選択定年制を導入し、さらに一部の社員について

は定年制度を廃止した大手自動車メーカーの事例を紹介します。

60 ～ 65歳の範囲で自ら選択
短日・短時間勤務も可能

高齢者雇用に
どう向き合うか 

戦力化と
生産性向上を目指して
第27回　
選択定年制と
一部社員の定年を廃止
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労働時間の把握は困難
「労働時間を算定し難いとき」に相当
本件は、外国人の技能実習に関係する監理

団体の協同組合グローブ（Ｙ社）に指導員と
して雇用されていた従業員（Ｘ）がＹ社に対
し、時間外労働、休日労働、深夜労働に対す
る賃金の支払い求めるなどした事案です。
Ｘは事業場外みなし労働制を適用されてい

ましたが、適用するには「労働者が労働時間
の全部または一部の場合において、労働時間
を算定しがたいときであることを要する（労
基法38条の２）とされています。
なお本件は、差戻し前の福岡高裁判決（令

４・11・10）が事業場外みなし労働制の適用
を否定したところ、最高裁（最判令６・４・
16）は福岡高裁判決が「業務日報」の正確性
の担保に関する具体的な事情を十分に検討し
ていないとして、差し戻していたものです。
Ｘは技能実習生のために来日時等の送迎、

日常の生活指導や急なトラブルの際の通訳を
行うなどの業務に従事。タイムカードを用い
た労働時間の管理を受けておらず、自らの判
断により直行直帰することもできましたが、
月末には就業日ごとの始業時刻、終業時刻お
よびおおよその業務内容等を記入した業務日
報をＹ社に提出し、その確認を受けていたと
主張しました。この業務日報について事業場

外みなし制の「労働時間を算定し難いとき」
に当たるかどうかが争点となりました。
判決では「本件の業務日報は、本件従業員

自身が、始業時間、終業時間、休憩時間のほ
か、行き先、面談者および内容とともにそれ
ぞれの業務時間を記載したうえで、毎月月末
までに本件会社に提出することを求められて
いたものであり、いわば自己申告としての意
味を有するものである」と述べます。その上
で「本件会社が業務日報による申告の内容の
真実性を確認するために事前に得られる情報
は限られており、そもそも申告された内容に
つき疑義のある点を抽出することは困難であ
る」と述べます。
そして「他の事情を考慮しても、本件業務

に関し、本件会社において、本件従業員の事
業場外における勤務の状況を具体的に把握す
ることが容易であったとはいえず、本件業務
日報による報告によって、これを把握するこ
とが可能になるともいえない」としています。
そして結論として「本件業務については、
本件会社において本件従業員が労働に従事し
た時間を把握することが困難であったという
べきであり、『労働時間を算定し難いとき』に
当たるものと認めるのが相当である」と述べ
ています。

自己申告の「業務日報」、事業場外みなし制に当たる自己申告の「業務日報」、事業場外みなし制に当たる
本件は、事業場外みなし制を適用されて

いた従業員が時間外、休日労働および深夜

労働に対する賃金支払いを求めて提訴した

事案です。福岡高裁は、労働に従事した時間

を把握することは困難であり、事業場外みな

し制の「労働時間を算定し難いとき」に当た

るとして、従業員の主張を斥けました。

協同グローブ（差戻し）事件
福 岡 高 等 裁 判 所

（令7・8・28判決）
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データバンク

高年齢者雇用安定法は、65歳までの雇用確
保措置として「定年制の廃止」「定年の引上
げ」「継続雇用制度の導入」の 3つのいずれ
かの措置を講じることを事業主に義務づけて
います。本調査は21人以上の企業を対象にし
ていますが、「定年制の廃止」3.9％、「定年
の引上げ」31.0％、「継続雇用制
度の導入」65.1％となっています。
継続雇用制度の企業が多いもの
の、定年の引上げ（定年年齢が65
歳以上）が前年より2.3ポイント
増加しています。従業員規模で
見ると、21 ～ 30人が34.7％（前
年32.7 ％）、31 ～ 300人 が30.5 ％
（28.2 ％）、301人 以 上 が22.7 ％
（19.9％）となっています。中小
企業にとっては定年を引き上げる
ことで人材の確保や処遇を改善し
たいという思いが従来からあり
ましたが、301人以上の増加率が
2・ 8ポイント増と最も高くなっ
ており、中堅・大企業においても
定年を65歳に引き上げることで処
遇の改善を図ろうとする企業が増
えているとみることもできます
（図表1）。
2021年の改正高年齢者雇用安定
法の施行により、70歳までの就業確保措置が
事業主の努力義務とされました。具体的に
は65歳までと同様に「定年制の廃止」「定年
の引上げ」「継続雇用制度の導入」の 3つ以
外に、業務委託契約締結による制度や社会
貢献事業に従事できる制度の「非雇用の措

置」（創業支援等措置）が新たに設けられま
した。本調査では、70歳までの就業確保措置
の実施状況についても聞いています。就業確
保措置を実施済みの企業は全体の34.8％（前
年31.9％）、未実施が65.2％（68.1％）となっ
ています。就業確保措置の内訳は「定年制の

廃止」（3.9％）、「定年の引上げ」
（2.5％）、「継続雇用制度の導入」
（28.3％）、「創業支援等措置の導
入」（0.1％）となっています。未
実施企業がまだ多いものの、実施
済み企業は前年より2.9ポイント
増えています（図表2）。
実施済み企業は従業員300人以
下では35.2％（前年32.4％）、301
人以上では29.5％（25.5％）です
が、1,001人以上の企業は31.4％
（27.8％）と大企業でも増加して
います（図表3）。また、実施済
み企業の就業確保措置は「継続雇
用制度の導入」企業の割合が多い
ですが、必ずしも60歳以上のよう
に「希望者全員」を65歳以降も雇
用するわけではありません。
パーソル総合研究所の「企業の
60代社員の活用施策に関する調
査」（2025年 7 月 1 日）によると、

努力義務のため「希望者は全員対応する方
針」の企業は19.3％、「一定の基準を満たす
者のみ対応する方針」が47.5％と多数を占め
ています。最も多い基準は、「本人の就業意
欲」（68.9％）、「人事評価・成績」（68.5％）、「健
康状態」（61.9％）の 3つです。

厚生労働省は2025年12月19日、令和7

年「高年齢者雇用状況等報告」を公表しました。

65歳までの雇用確保措置では「継続雇用制度」

が65.1%と依然として最多ながら前年より減少

する一方、「定年の引上げ」が31.0%と2.3ポ

イント増加しています。人手不足下で高年齢者

の確保のための処遇改善を図ろうとする傾向が

うかがえます。

令和７年「高年齢者雇用状況等報告」

31
％
の
企
業
が「
定
年
引
上
げ
」

70
歳
就
業
確
保
措
置
実
施
35
％
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図表１ 雇用確保措置実施企業における措置内容の内訳
（　）は前年数値　（単位：社、％）

①定年制の廃止 ②定年の引上げ ③継続雇用制度の導入 合計（①+②+③）

21人以上総計
9,367 （9,247） 73,585 （68,099） 154,505（159,574） 237,457（236,920）

3.9％ （3.9％） 31.0％ （28.7％） 65.1％ （67.4％） 100.0％（100.0％）

31人以上総計
5,428 （5,344） 52,611 （48,348） 118,996（122,800） 177,035（176,492）

3.1% （3.0％） 29.7％ （27.4％） 67.2％ （69.6％） 100.0％（100.0％）

21 ～ 300人
9,252 （9,129） 69,662 （64,711） 141,289（146,020） 220,203（219,860）

4.2％ （4.2％） 31.6％ （29.4％） 64.2％ （66.4％） 100.0％（100.0％）

21 ～ 30人
3,939 （3,903） 20,974 （19,751） 35,509 （36,774） 60,422 （60,428）

6.5％ （6.5％） 34.7％ （32.7％） 58.8％ （60.9％） 100.0％（100.0％）

31 ～ 300人
5,313 （5,226） 48,688 （44,960） 105,780（109,246） 159,781（159,432）

3.3％ （3.3％） 30.5％ （28.2％） 66.2％ （68.5％） 100.0％（100.0％）

301人以上
115 （118） 3,923 （3,388） 13,216 （13,554） 17,254 （17,060）

0.7％ （0.7％） 22.7％ （19.9％） 76.6％ （79.4％） 100.0％（100.0％）

図表２ 70歳までの就業確保措置の実施状況
（　）は前年数値　（単位：社、％）

①70歳までの就業確保措置実施済み
②未実施 合計（①+②）

定年制の廃止 定年の引上げ 継続雇用制度の導入 創業支援等措置
の導入

21人以上総計
82,748（75,643） 9,367 （9,247） 6,037 （5,690） 67,212（60,570） 132 （136） 154,991 （161,409） 237,739 （237,052）
34.8％ （31.9％） 3.9％ （3.9％） 2.5％ （2.4％） 28.3％ （25.6％） 0.1％ （0.1％） 65.2％ （68.1％） 100.0％ （100.0％）

31人以上総計
60,030（54,421） 5,428 （5,344） 3,969 （3,695） 50,524（45,276） 109 （106） 117,236 （122,130） 177,266 （176,551）
33.9％ （30.8％） 3.1％ （3.0％） 2.2％ （2.1％） 28.5％ （25.6％） 0.1％ （0.1％） 66.1％ （69.2％） 100.0％ （100.0％）

21～ 300人
77,653（71,297） 9,252 （9,129） 5,889 （5,568） 62,402（56,484） 110 （116） 142,813 （148,695） 220,466 （219,992）
35.2％ （32.4％） 4.2％ （4.1％） 2.7％ （2.5％） 28.3％ （25.7％） 0.1％ （0.1％） 64.8％ （67.6％） 100.0％ （100.0％）

21～ 30人
22,718（21,222） 3,939 （3,903） 2,068 （1,995） 16,688（15,294） 23 （30） 37,755 （39,279） 60,473 （60,501）

37.6％ （35.1％） 6.5％ （6.5％） 3.4％ （3.3％） 27.6％ （25.3％） 0.1％ （0.1％） 62.4％ （64.9％） 100.0％ （100.0％）

31～ 300人
54,935（50,075） 5,313 （5,226） 3,821 （3,573） 45,714（41,190） 87 （86） 105,058 （109,416） 159,993 （159,491）
34.3％ （31.4％） 3.3％ （3.3％） 2.4％ （2.2％） 28.6％ （25.8％） 0.1％ （0.1％） 65.7％ （68.6％） 100.0％ （100.0％）

301人以上
5,095 （4,346） 115 （118） 148 （122） 4,810 （4,086） 22 （20） 12,178 （12,714） 17,273 （17,060）

29.5％ （25.5％） 0.7％ （0.7％） 0.9％ （0.7％） 27.8％ （24.0％） 0.1％ （0.1％） 70.5％ （74.5％） 100.0％ （100.0％）

図表３ 70歳までの就業確保措置の規模別実施状況
（　）は前年数値

①実施済企業割合 ②未実施企業割合

規
模
別

合計 34.8％ （31.9％） 65.2％ （68.1％）

21 ～ 30人 37.6％ （35.1％） 62.4％ （64.9％）

31 ～ 50人 36.3％ （33.9％） 63.7％ （66.1％）

51 ～ 100人 34.1％ （31.1％） 65.9％ （68.9％）

101 ～ 300人 31.3％ （27.6％） 68.7％ （72.4％）

301 ～ 500人 29.1％ （24.6％） 70.9％ （75.4％）

501 ～ 1,000人 28.6％ （25.0％） 71.4％ （75.0％）

1,001人以上 31.4％ （27.8％） 68.6％ （72.2％）
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保険者に連絡し
必要な手続きを確認

社会保険料は、報酬（または賞与）
から算出される標準報酬月額（または

標準賞与額）に保険料率を乗じて計算し、会
社と社員で折半して負担します。

社会保険（健康保険、厚生年金保険、介護
保険）の保険料が未納となっていた場合、法
律では 2 年間の時効が定められています。原
則として 2 年分に限り遡及して納付すること
が可能です。時効を超過した場合には保険料
が納付できないので、将来的に従業員本人が
受け取れる年金額が減少するなど、社会保険
の給付に影響を与えることになります。その
ため未納が判明した場合は、時効を意識しな
がら速やかに対応することが必要です。

社会保険料の納付処理に当たり、実務では

何らかの理由で未納が発生することがありま
す。その原因の一例として、①保険料納入告
知書（納付書）が届いていたが、納付処理を
忘れていた、②給与計算時に正しい保険料を
反映できなかった、③社会保険料の算定の基
礎とすべき手当を報酬に含めずに計算してい
た、④固定的賃金の変更が生じた際に必要な
月額変更届の提出が漏れていた――等のケー
スがあります。

こうしたことは社内連携あるいは給与処理
や社会保険の届け出に関する仕組み・体制
の不備が原因として考えられ、未納が発生し
た場合には速やかに適切な対応を取るととも
に、体制の整備を進めることが需要です。

社会保険料の未納が発覚した場合、会社が
取るべき基本的な対応は以下のようになりま
す。

① 賃金台帳や社会保険料の納付記録、社会
保険の各種届け出の処理内容などを確認
し、未納となっている対象の従業員、対
象の期間および原因を正確に把握する。

② 保険者（管轄の年金事務所または健康保
険組合等）に未納が発生している旨を連
絡し、必要な手続きを確認する。

③ 届け出の誤りの場合、原則として発生し
た手続きの届け出用紙（資格取得届、月
額変更届など）を用いて修正する。この
際、未納期間の給与明細や賃金台帳も併
せて提出することが求められる場合があ
るため、必要な帳票類を事前に確認して
おく。

④ 保険者から納付額の通知が届いたら、指
定された期日までに未納分の社会保険料
を納付する。

⑤ 未納が発生した経緯や今後の対応につい
て、対象従業員に説明する。未納分の社
会保険料のうち、本人負担分については
本人から徴収することが原則。給与ある
いは賞与で本人負担分の社会保険料を徴
収する。

社会保険料の未納が発
覚した場合、どう対応
するのか

厚生年金保険法等厚生年金保険法等

ＡＡ

当社の内部監査において、過去

数ヶ月間にわたり、一部の社員の

社会保険料が適切に納付されていなかっ

たことがわかりました。

このような場合、会社としてどのよう

な手続きをすればよいのでしょうか。ま

た、遡及して修正することは可能でしょ

うか。可能であればその方法についても

教えてください。

QQ
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自然退職扱いの規定は不可

私傷病と業務上災害を区別する意味
として、業務上災害の場合には特別な

保護があることが挙げられます。労基法19条
1 項により、業務上の傷病にかかり療養のた

めに休業する期間とその後30日間は、使用者
による解雇が制限されています。
この場合、会社に休職制度があるか否かに
かかわらず、労働者は休業することができ、
身分は保障されます。なお、療養のため休業
する必要があるか否かは、傷病と休業との間
に相当因果関係があるか否かによって判断さ
れ、一般には医師の証明によります。出勤し
ながら治療のため通院しているような一部休
業は、解雇制限がかかる休業に該当しないと
解されています（労基法コンメンタール）。
これに対して、労働者の傷病が業務外、す
なわち私傷病のときは、解雇制限に関する規
定は適用されません。もっとも解雇を回避す
るために、欠勤が一定期間に及んだ場合に、
労働契約関係を維持しつつ、労働を一定期間
免除する休職期間を設けていることが少なく
ありません。一定期間経過してもなお復職で
きないときには、休職規定に基づいて解雇や
自然退職とすることがあります。
業務上災害について、労基法19条で制限さ
れるのは解雇です。しかし、私傷病休職と同
様に自然退職扱いと規定することに問題がな
いとはいえません。業務上傷病について、休
業期間、欠勤期間を設け、その期間満了によ
り自然退職とするような制度を設けること
は、同条との関係で認められません（前掲
書）。

業務上傷病を休職事由
に規定すれば、自然退
職となるのか

労働基準法労働基準法

ＡＡ

私傷病で欠勤し休職中の従業員
がいます。病気の原因は業務上の

ストレスが原因ではないかと考えている
ようです。労災保険給付を請求するので
あれば手伝うつもりです。
本人から休職規定では業務外の傷病の

み対象としているが、いつまで休めるの
かと問われました。業務上の傷病も休職
事由に規定しておけば自然退職になるの
でしょうか。

QQ

▽ＭＢＯ（目標管理制度）

▽

ＭＢＯ（目標管理制度）とは、

企業としてのビジョンや成果に向け

て従業員個 人々が目標を設定し、

その達成度に応じた評価によって
組織を管理するマネジメント手法
です。個人に目標を与えるのでは
なく、あくまで自主的に決めてもら
い、それに対してどういう結果を出
すのかを見極めながら人材活用に
生かす仕組みです。
ＭＢＯを導入することで、従業

員はその達成に向けて主体的に
行動するようになります。例えば営

業職が「新規顧客数 10％増」を

目指す場合、訪問数の増やし方や

受注率向上策を自ら考えることで、

業務の自己管理能力が高まります。

さらにＭＢＯは組織全体の成果を

個 の々目標達成によって生み出す

仕組みでもあり、全員が同じゴー

ルを共有し、前向きに取り組むこと

で相乗効果も期待されます。
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とぴっくす

ベア実施57％、35歳モデル賃金は大卒33.3万円ベア実施57％、35歳モデル賃金は大卒33.3万円  
  ―東京都「令和―東京都「令和77年版中小企業の賃金事情」年版中小企業の賃金事情」

東京都の「令和 7 年版中小企業の賃金事
情」によると、過去 1 年間（令和 6 年 7 月～
7 年 6 月）に定期昇給を実施した企業は回答
企業のうち74.4％でした。ベースアップの実
施が56.6％、現状維持が36.2％となっていま
す。ベアの実施率は労組ありが69.8％、労組
なしが55.2％で14.6ポイントの差が付いてい
ます。現状維持は労組なし（37.0％）の方が
8.4ポイント高くなっています。

パート・アルバイトや再雇用者を除いた全
常用労働者の平均賃金は、所定時間内賃金39
万1,830円、所定時間外賃金 3 万7,015円。前
年結果と比べると、それぞれ9.5％増、1.2％
増と伸びています。源泉徴収票に基づき集計
した令和 6 年の年間給与支払額（所定時間外
賃金や賞与含む）は、597.2万円でした。 5
年の535.4万円から61.8万円増加しています。
産業別の所定内賃金は、建設業39万51円、卸
売業・小売業36万1,196円、製造業34万9,754

円などとなっています。最も高いのが金融
業・保険業（57万8,976円）でした。

モデル賃金についても調査しています。学
校を卒業してすぐに入社した人材が、普通の
能力と成績で勤務した場合、所定時間内賃金
が勤続の伸びによってどのように高まってい
くかを調べたものです。大学卒は、22歳23.4
万円（1.8％増）、25歳25.7万円（4.1％増）、
35歳33.3万円（2.5％増）、45歳40.9万円（2.2％
増）、55歳46.1万円（2.2％増）と加齢に応じ
て伸びています。

35歳の水準を学歴別にみると、高校卒30.4
万円、高専・短大卒31.1万円、専門学校卒
31.5万円、大学卒33.3万円となっています。
ピークを迎える年齢ポイントは、大学卒が55
歳、それ以外の学歴は60歳。他の学歴がいず
れも40万円前後なのに対し、大学卒は46.1万
円となっています。

 

過労死等労災請求事業場の85％が違反過労死等労災請求事業場の85％が違反  
  ―東京労働局「令和―東京労働局「令和77年度上半期の違反率」年度上半期の違反率」

東京労働局（増田嗣郎局長）は、月80時間
を超える時間外・休日労働が疑われる事業場
などに実施した監督指導について、令和 7 年
度上半期の違反率（速報値）を明らかにしま
した。

過去に過重労働を理由とした過労死等労
災請求があった事業場については、違反率は
84.5％に上り、前年同期に比べて4.3ポイント増
加しています。脳・心臓疾患の労災請求件数は
近年増加傾向にあり、 7 年度は上半期のみで前
年度 1 年間の 7 割の水準に達しています。

監督指導の対象は、時間外・休日労働時間
数が月80時間を超えていると考えられる事業
場や、長時間にわたる過重労働による過労死

等労災請求が行われた事業場。令和 7 年度
上半期は、管内の労働基準監督署で計600件
の監督を実施し、違反率は75.5％に上りまし
た。前年同期（79.4％）に引き続いて75％を
超え、高止まりの状況にあります。

過労死等労災請求が行われた事業場に着目
すると、監督件数は148件、前年同期から17
件増えています。違反率も4.3ポイント増加
し、84.5％に上っています。

過労死等労災の請求件数についても、上半
期の速報値を公表しました。脳・心臓疾患は
113件で、精神障害は513件となり、脳・心臓
疾患、精神障害ともに、上半期のみで前年度
1 年間の約 7 割に達しています。
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